

	条例第３条第１項基準チェック表（第１表－④）


	法人名
	



	【第７号】
府内に有する事務所
	　・主たる事務所
　・その他の事務所（従たる事務所）

	
	

	【第９号】
インターネットの利用等による当該申出法人に関する情報の公開
	公開方法・場所

・インターネットの利用
（URL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	【第10号】
寄附金を充当する予定の特定非営利活動を行うことについての意思決定の手続及び実施体制
	1 定款に定める意思決定の手続
・総会の議決
　・理事会の議決
　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2 　当該特定非営利活動を行うための体制



　＊　定款に定める手続を経て意思決定を行ったことを示す書類（会議録等）及び当該特定非営利活動を行うための体制を示す書類を提示ください。

	
	


（注意事項）
・条例第３条第１項第１号基準チェック表
（第１表－④）は、条例第11条第１項に基づく書類（事業報告書等提出書類）の提出時においても第９号及び第１０号に係る基準について記載及び添付する必要があります。



